別表第1(第3条関係)
区分


金額
徴収の時期

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付


1通につき　450円
交付のとき

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付


証明事項1件につき　350円


除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付


1通につき　750円


除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付


証明事項1件につき　450円


届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の書類に記載した事項の証明書の交付


書類1件につき　350円


上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付


1通につき　1,400円


戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧


書類1件につき　350円
申請のとき

身分に関する証明


1件につき　200円
交付のとき

住民票記載事項証明


1件につき　200円


住民票又は戸籍の附票の写し(広域交付を含む。)世帯の一部


1件につき　200円


住民票(広域交付を含む。)世帯全部


1枚につき　200円
1枚増すごとに　200円


印鑑に関する証明


1件につき　200円


印鑑登録証交付


1件につき　300円


印鑑登録証再交付


1件につき　300円


住民基本台帳カード交付


1件につき　500円


住民基本台帳カード再交付


1件につき　500円


地縁による団体に関する証明


1件につき　200円


認可地縁団体印鑑登録証明手数料


1件につき　200円


職業又は営業に関する証明


1件につき　200円


自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査


1両につき　750円
申請のとき

住民基本台帳の一部の写しの閲覧


1件につき　200円
閲覧のとき

外国人登録に関する証明


1件につき　200円
交付のとき

優良宅地造成認定申請に対する審査


造成宅地の面積の合計が0.1ヘクタール未満のとき86,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき190,000円、0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき260,000円、1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき390,000円、3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき510,000円、6.0ヘクタール以上10ヘクタール未満660,000円、10ヘクタール以上のとき870,000円
審査のとき

優良住宅新築認定申請に対する審査


新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるとき58,000円


良質住宅新築認定申請に対する審査


新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるとき58,000円


住宅用家屋証明申請に対する審査


1件につき　1,300円


土地に関する証明


5筆まで　200円
5筆を超えるものは1筆増すごとに　20円
交付のとき

家屋に関する証明


5棟まで　200円
5棟を超えるものは1棟増すごとに　20円


公課に関する証明


1件につき　200円


その他資産に関する証明


1件につき　200円


公簿又は地図の閲覧


1件につき　200円
申請のとき

地籍調査に関する証明
地籍図

1枚につき　500円
交付のとき


集成図

1枚につき　500円



1筆図

1枚につき　200円



図根多角点網図

1枚につき　500円



図根多角点座標値

1箇所2点以上につき　400円



筆界点座標値
数値法
1筆につき　400円




図解法
1筆につき　200円



その他(閲覧・証明)

1件につき　200円
申請又は交付のとき

栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)第5条、第8条第4項から第6項まで、第9条第2項、第13条第3項又は第14条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査


次に掲げる広告物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
1　電柱広告及びのぼり旗、1本につき310円
2　立看板、置看板、広告板、広告塔、広告幕等　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)　面積が1平方メートル未満の場合　1箇につき420円
(2)　面積が1平方メートル以上2平方メートル未満の場合　1箇につき630円
(3)　面積が2平方メートル以上5平方メートル未満の場合　1箇につき1,050円
(4)　面積が5平方メートル以上8平方メートル未満の場合　1箇につき1,580円
(5)　面積が8平方メートル以上10平方メートル未満の場合　1箇につき2,100円
(6)　面積が10平方メートル以上15平方メートル未満の場合　1箇につき3,160円
(7)　面積が15平方メートル以上20平方メートル未満の場合　1箇につき4,740円
(8)　面積が20平方メートル以上25平方メートル未満の場合　1箇につき6,320円
(9)　面積が25平方メートル以上30平方メートル未満の場合　1箇につき7,900円
(10)　面積が30平方メートル以上40平方メートル未満の場合　1箇につき9,480円
(11)　面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合　1箇につき11,000円
(12)　面積が50平方メートル以上60平方メートル未満の場合　1箇につき12,600円
(13)　面積が60平方メートル以上の場合　1箇につき12,600円に60平方メートルに5平方メートル又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額
3　アーチ類　1箇につき3,160円
4　アドバルーン　次に掲げる掲示期間の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)　10日以内　1箇につき1,580円
(2)　11日以上　1箇につき3,160円
5　ネオンサイン、イルミネーション等の特殊装置のもの　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)　面積が1平方メートル未満の場合　1箇につき420円
(2)　面積が1平方メートル以上2平方メートル未満の場合　1箇につき630円
(3)　面積が2平方メートル以上5平方メートル未満の場合　1箇につき1,260円
(4)　面積が5平方メートル以上10平方メートル未満の場合　1箇につき2,100円
(5)　面積が10平方メートル以上15平方メートル未満の場合　1箇につき3,790円
(6)　面積が15平方メートル以上20平方メートル未満の場合　1箇につき6,320円
(7)　面積が20平方メートル以上25平方メートル未満の場合　1箇につき7,900円
(8)　面積が25平方メートル以上30平方メートル未満の場合　1箇につき9,480円
(9)　面積が30平方メートル以上40平方メートル未満の場合　1箇につき11,000円
(10)　面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合　1箇につき12,600円
(11)　面積が50平方メートル以上60平方メートル未満の場合　1箇につき15,800円
(12)　面積が60平方メートル以上の場合　1箇につき15,800円に60平方メートルに5平方メートル又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額
6　はり紙　100枚又はその端数ごとに310円
7　はり札　10枚又はその端数ごとに520円
審査のとき

介護保険サービス計画資料の複写
調査票

1件につき　50円
交付のとき


意見書

1件につき　50円


図書館資料の複写


1枚につき　20円


犬の登録


1頭につき　3,000円


狂犬病予防注射済票の交付


1件につき　550円


犬の鑑札の再交付


1件につき　1,600円


狂犬病予防注射済票の再交付


1件につき　340円


鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付


1通につき　3,400円


林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録の申請に対する審査


1件につき　6,400円
審査又は交付のとき

林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換え


1件につき　3,500円


林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付


1件につき　3,000円


火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査


1件につき　7,900円


前各号以外の証明


1件につき　200円
交付のとき

